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資料１ 教育基盤プログラムと２特別教育プログラムの関連図 
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資料２ 博士前期課程の３ポリシーの相関図（カリキュラムマップ） 
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資料３ DP と授業科目の対応表（産業基盤プログラム） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業基盤プログラム

DP1：＜専門能力・学識＞
機械工学・機能材料工学・応用化
学分野に関して，主体的に研究・開
発活動を実施できるレベルの高度な
専門知識・技能・研究遂行に関わる

倫理観を有している。

DP2：＜研究・開発能力＞
自らの学識と俯瞰的視野に基づい
て，社会の様々な課題の本質を分
析し，高度な調査・研究・開発の過
程を通じて，課題解決を主導し，そ

の成果を発信することができる。

DP3：＜社会とのかかわり＞
科学・技術の普及・活用にかかわる
者として，社会，環境の多様な観点
から科学・技術の役割と責任を論

じ，評価することができる。

研究倫理特論 〇 ◎

科学・技術英語 〇 ◎

アカデミックプレゼンテーション ◎ 〇

修士特別研究１，２ ◎ ◎ 〇

データサイエンス概論 〇 ◎ ◎

SDGｓ概論 〇 ◎ ◎

リーダーシップの理論と実践 ◎ 〇

プロジェクトマネジメント概論 ◎ 〇

MOT特論 〇 ◎

ものづくり工学特論１（機械工学
特別講義１）

〇 ◎ ◎

ものづくり工学特論２（機械工学
特別講義２）

〇 ◎ ◎

ものづくり工学特論３（機能材料
工学ゼミナール）

〇 ◎ ◎

ものづくり工学特論４（金属資源
循環工学特論）

〇 ◎ ◎

ものづくり工学特論５（応用化学の
最先端１）

〇 ◎ ◎

ものづくり工学特論６（応用化学の
最先端２）

〇 ◎ ◎

知的財産権特論 ◎ ◎

センシングと応用 〇 ◎ 〇

インターンシップ ◎ ◎

安全衛生管理概論 〇 ◎

化学物質管理の基礎知識 〇 ◎

DS/AI活用PBL演習１ 〇 ◎ 〇

DS/AI活用PBL演習２ 〇 ◎ 〇

応用数学特論１A，１B ◎

応用数学特論２A，２B ◎

◎ 〇 〇

専
攻
共
通
科
目

専門科目

プ
ロ
グ
ラ
ム
共
通
科
目

科
目
群
Ａ

科
目
群
Ｂ

科
目
群
C
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資料４ DP と授業科目の対応表（社会基盤プログラム） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会基盤プログラム

DP1：＜専門能力・学識＞
環境建設工学・電気電子工学・応
用情報工学分野に関して，主体的
に研究・開発活動を実施できるレベ
ルの高度な専門知識・技能・研究遂

行に関わる倫理観を有している。

DP2：＜研究・開発能力＞
自らの学識と俯瞰的視野に基づい
て，社会の様々な課題の本質を分
析し，高度な調査・研究・開発の過
程を通じて，課題解決を主導し，そ

の成果を発信することができる。

DP3：＜社会とのかかわり＞
科学・技術の普及・活用にかかわる
者として，社会，環境の多様な観点
から科学・技術の役割と責任を論

じ，評価することができる。

研究倫理特論 〇 ◎

科学・技術英語 〇 ◎

アカデミックプレゼンテーション ◎ 〇

修士特別研究１，２ ◎ ◎ 〇

データサイエンス概論 〇 ◎ ◎

SDGｓ概論 〇 ◎ ◎

リーダーシップの理論と実践 ◎ 〇

プロジェクトマネジメント概論 ◎ 〇

MOT特論 〇 ◎

社会基盤学特論 〇 ◎

新エネルギーと都市デザイン 〇 ◎ ◎

情報通信システム特論 〇 ◎ ◎

ICT社会論 〇 ◎

サイバーセキュリティ特論 〇 〇 〇

人工知能概論A ◎ 〇 〇

知的財産権特論 〇 〇 ◎

センシングと応用 〇 ◎ 〇

インターンシップ ◎ ◎

安全衛生管理概論 〇 ◎

DS/AI活用PBL演習１ 〇 ◎ 〇

DS/AI活用PBL演習２ 〇 ◎ 〇

応用数学特論１A，１B ◎

応用数学特論２A，２B ◎

◎ 〇 〇

専
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共
通
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目
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資料５ DP と授業科目の対応表（数理情報プログラム） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数理情報プログラム

DP1：＜専門能力・学識＞
数学・数理情報・コンピュータ科学の
分野に関して，主体的に研究・開発
活動を実施できるレベルの高度な専
門知識・技能・研究遂行に関わる倫

理観を有している。

DP2：＜研究・開発能力＞
自らの学識と俯瞰的視野に基づい
て，社会の様々な課題の本質を分
析し，高度な調査・研究・開発の過
程を通じて，課題解決を主導し，そ
の成果を発信することができる。

DP3：＜社会とのかかわり＞
科学・技術の普及・活用にかかわる
者として，社会，環境の多様な観点
から科学・技術の役割と責任を論

じ，評価することができる。

研究倫理特論 〇 ◎

科学・技術英語 〇 ◎

アカデミックプレゼンテーション ◎ 〇

修士特別研究１，２ ◎ ◎ 〇

数理情報基礎 〇 ◎ 〇

応用数学基礎 〇 ◎ 〇

プログラミング基礎 〇 ◎ 〇

SDGｓ概論 〇 ◎ ◎

MOT特論 〇 ◎

数理情報セミナーA

数理情報セミナーB

数理情報セミナーC

数理情報セミナーD

DS/AI活用PBL演習１ 〇 ◎ 〇

DS/AI活用PBL演習２ 〇 ◎ 〇

インターンシップ ◎ ◎

◎ 〇 〇

専
攻
共
通
科
目

専門科目

プ
ロ
グ
ラ
ム
共
通
科
目

◎ ◎ 〇

基
盤
科
目

実
践
科
目
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資料６ DP と授業科目の対応表（自然科学基盤プログラム） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然科学基盤プログラム

DP1：＜専門能力・学識＞
自然科学の分野に関して，主体的に
研究・開発活動を実施できるレベル
の高度な専門知識・技能・研究遂行

に関わる倫理観を有している。

DP2：＜研究・開発能力＞
自らの学識と俯瞰的視野に基づい
て，社会の様々な課題の本質を分
析し，高度な調査・研究・開発の過
程を通じて，課題解決を主導し，そ

の成果を発信することができる。

DP3：＜社会とのかかわり＞
科学・技術の普及・活用にかかわる
者として，社会，環境の多様な観点
から科学・技術の役割と責任を論

じ，評価することができる。

研究倫理特論 〇 ◎

科学・技術英語 〇 ◎

アカデミックプレゼンテーション ◎ 〇

修士特別研究１，２ ◎ ◎ 〇

化学物質管理の基礎知識 ◎ 〇

実験・フィールドワークの安全衛生 ◎ 〇

データサイエンス概論 〇 ◎ ◎

SDGｓ概論 〇 ◎ ◎

知的財産権特論 〇 〇 ◎

高等セミナーA

高等セミナーB

高等セミナーC

高等セミナーD

国際学術セミナー ◎ ◎

学外特別研修１

学外特別研修２

インターンシップ ◎ ◎

専門科目 ◎ 〇 〇

専
攻
共
通
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ム
共
通
科
目

◎ ◎ 〇

〇 〇 〇
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資料７ DP と授業科目の対応表（アジア防災学特別プログラム）

アジア防災学特別プログラム

DP1：＜専門能力・学識＞
発展途上国における自然災害の減
災・防災に関して，主体的に研究・

開発活動を実施できるレベルの高度
な専門知識・技能・倫理観を有して

いる。

DP2：＜研究・開発能力＞
自らの学識を基盤に、社会の様々な
課題の本質を分析し、高度な調査・
研究・開発の過程を通じて、課題解
決の主導、発信をすることができる。

DP3：＜社会とのかかわり・貢献＞
科学・技術の普及・活用にかかわる
者として、社会、文化、地球環境の
観点から科学・技術の役割と責任を

論じ、評価することができる。

研究倫理特論 〇 ◎

科学・技術英語 〇 ◎

アカデミックプレゼンテーション ◎ 〇

修士特別研究１，２ ◎ ◎ 〇

防災・減災工学 ◎ 〇

社会基盤デザイン原理 ◎

実践アセットマネジメント ◎ 〇

固体数値シミュレーション ◎

環境動態シミュレーション ◎ 〇

新エネルギーと都市デザイン 〇 ◎ ◎

生物多様性と人間活動 ◎ 〇

行動科学論 ◎ 〇 〇

システム工学論 ◎

地域マネジメント論 ◎ 〇 〇

公共ガバナンス論 ◎ 〇 〇

燃焼工学 ◎

材料強度学 ◎

現代制御理論 ◎

分散処理システム特論 ◎

インターンシップ ◎ ◎

アジア防災学セミナーA ◎ 〇 〇

アジア防災学セミナーB ◎ 〇 〇

アジア防災学特別実験・実習 ◎ 〇 〇

専
攻
共
通
科
目

専
門
科
目
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資料８ DP と授業科目の対応表（地域エンジニア養成プログラム）

地域エンジニア養成プログラム

DP1：＜専門能力・学識＞
地域の技術系産業分野に関して，
主体的に研究・開発活動を実施で
きるレベルの高度な専門知識・技

能・研究遂行に関わる倫理観を有し
ている。

DP2：＜研究・開発能力＞
自らの学識と俯瞰的視野に基づい
て，社会の様々な課題の本質を分
析し，高度な調査・研究・開発の過
程を通じて，課題解決を主導し，そ

の成果を発信することができる。

DP3：＜社会とのかかわり＞
科学・技術の普及・活用にかかわる
者として，社会，環境の多様な観点
から科学・技術の役割と責任を論

じ，評価することができる。

研究倫理特論 〇 ◎

科学・技術英語 〇 ◎

アカデミックプレゼンテーション ◎ 〇

修士特別研究１，２ ◎ ◎ 〇

データサイエンス概論 〇 ◎ ◎

SDGｓ概論 〇 ◎ ◎

インターンシップ ◎ ◎

安全衛生管理概論 〇 ◎

化学物質管理の基礎知識 〇 ◎

リーダーシップの理論と実践 ◎ 〇

プロジェクトマネジメント概論 ◎ 〇

MOT特論 〇 ◎

応用数学特論１A，１B ◎

応用数学特論２A，２B ◎

センシングと応用 ◎ 〇 〇

地域産業工学概論 ◎ 〇 〇

工場見学１ 〇 ◎ 〇

工場見学２ 〇 ◎ 〇

信頼性工学概論 ◎ 〇 〇

安全工学概論 ◎ 〇 〇

自動制御概論 ◎

船舶海洋工学概論 ◎

地域連携プロジェクト研究１ ◎ ◎ 〇

地域連携プロジェクト研究２ ◎ ◎ 〇

地域産業インターンシップ ◎ ◎

専
攻
共
通
科
目

産
業

基
盤

・
社

会
基
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共

通
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目

マ
ネ
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ー
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ザ
イ

ン
科
目

実
践
科
目

-設置等の趣旨（資料）-9-



資料９ 博士後期課程の３ポリシーの相関図（カリキュラムマップ） 
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資料 10 博士後期課程 DP と授業科目の対応表 （アジア防災学特別プログラムを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP1:＜高度な専門能力・学識＞
高度な専門能力と幅広い総合力に

基づく学識

DP2:＜高度な課題探求力・解決力＞
新規性・独創性のある課題を探求し，

解決する能力

DP3:＜俯瞰力＞
社会や科学技術を多面的に

俯瞰できる広い視野

DP4:＜社会への貢献＞
持続可能な社会の構築や産
業の活性化に貢献できる能力

ファンダメンタル・アカデミックスキル 〇 ◎ ◎

アドバンスド・アカデミックスキル 〇 ◎ ◎

キャリアパス・ディベロップメント 〇 ◎ 〇

リサーチ・インターンシップ ◎ ◎ ◎

学外高等特別演習 〇 ◎ 〇 〇

学外高等特別研修 〇 ◎ 〇 〇

国際交流研究 〇 〇 ◎ ◎

専門
科目

博士特別研究 ◎ ◎ 〇 〇

専
攻
共
通
科
目
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資料 11 産業基盤プログラムの履修モデル 
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資料 12 社会基盤プログラムの履修モデル 
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資料 13 数理情報プログラムの履修モデル 
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資料 14 自然科学基盤プログラムの履修モデル 
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資料 15 アジア防災学特別プログラムの履修モデル 
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資料 16 地域エンジニア養成プログラムの履修モデル 
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資料 17 理工学専攻（博士後期課程）の入学から修了までの流れ（履修モデル） 
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資料 18 研究指導体制（博士前期課程） 
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資料 19 研究指導体制（博士後期課程） 
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資料 20 博士前期課程の研究指導のスケジュール 
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資料 21 博士後期課程の研究指導のスケジュール 
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国立大学法人愛媛大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する取扱規程

平成２７年６月１０日

規則 第  ９８  号

第１章 総則

第２章 不正防止のための体制

第３章 告発の受付

第４章 関係者の取扱い

第５章 事案の調査

第６章 不正行為等の認定

第７章 措置及び処分

第８章 雑則

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平

成２６年８月２６日文部科学大臣決定）」及び「科学研究における健全性の向上につい

て（回答）（平成２７年３月６日日本学術会議）」に定めるもののほか、「愛媛大学の

科学研究における行動規範」（平成１８年６月１４日教育研究評議会決定）に基づき、

国立大学法人愛媛大学（以下「本学」という。）における研究活動上の不正行為の防止

及び不正行為に起因する問題が生じた場合の措置等に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 研究活動上の不正行為

ア 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことに

よる捏造（存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。）、改ざん（研

究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られ

た結果等を真正でないものに加工することをいう。）又は盗用（他の研究者のア

イディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解

又は適切な表示なく流用することをいう。）

イ ア以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念

に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの

(2) 研究者等

本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究

に携わる者

(3) 部局等

国立大学法人愛媛大学基本規則に定める教育研究組織
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 （研究者等の責務） 
第３条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、

また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。 
２ 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講し

なければならない。 
３  研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可

能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を適切に

保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければ

ならない。 
４ 研究資料等の保存期間は、当該論文発表後、資料（文書、数値データ、画像など）に

ついては、１０年間、試料（実験試料、標本）や装置など「もの」については、５年間、

保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なものや、保存に多大

なコストがかかるものについてはこの限りではない。 
 
      第２章 不正防止のための体制 
  （総括責任者） 
第４条 学術を担当する理事は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体

を総括する権限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置

を講じるものとする。 
 （部局等責任者） 
第５条 部局等の長は、当該部局等における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関す

る責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じるものとする。 
 (研究倫理教育責任者) 
第６条 学術を担当する理事は、部局等における研究倫理教育について実質的な責任と権

限を有する者として、別表第１のとおり研究倫理教育責任者を置くものとする。 
２ 研究倫理教育責任者は、当該部局等に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する

教育を定期的に行わなければならない。 
 （研究活動における不正行為防止対策委員会の設置） 
第７条 本学に、研究者等による不正行為を防止するため、研究活動における不正行為防

止対策委員会（以下「研究不正対策委員会」という。）を置く。 
２ 研究不正対策委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 
 (1) 研究倫理についての研修及び教育の企画及び実施に関する事項 
 (2) 研究倫理についての国内外における情報の収集及び周知に関する事項 
 (3) 研究者等の不正行為の調査に関する事項 
 (4)  その他研究倫理に関する事項 
３ 研究不正対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 (1) 学術を担当する理事 
 (2) 先端研究・学術推進機構副機構長 
 (3) 統括研究コーディネーター 
 (4)  科学研究における行動規範について専門知識を有する者 １人 
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 (5) 法律の知識を有する外部有識者 １人 
 (6) その他委員長が必要と認めた者 
４ 前項第４号から第６号までの委員は、委員長が推薦し、学長が委嘱する。 
５ 第３項第４号から第６号までの委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、

委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
６ 研究不正対策委員会に委員長を置き、学術を担当する理事をもって充てる。 
７ 委員長は、研究不正対策委員会を招集し、その議長となる。 
８ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。 
９ 研究不正対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。 
１０ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる 
１１ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くこと

ができる。 
 
   第３章 告発の受付 
  （告発の受付窓口） 
第８条 研究活動上の不正行為に関する本学内外からの告発又は相談（以下「通報」とい

う。）を受け付けるため、総務部に「通報窓口」及び通報窓口担当者を置く。 
２ 通報に関する業務を総括するため、通報処理責任者を置き、総務を担当する理事、副

学長又は学長特別補佐をもって充てる。 
  （告発の受付体制） 
第９条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミ

リ、電子メール、電話又は面談により、通報窓口に対して告発を行うことができる。 
２ 告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は

研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示

され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。 
３ 通報処理責任者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、研究不正対策

委員会の委員長と協議の上、これを受け付けることができる。 
４ 通報窓口は、告発を受け付けたときは、速やかに、学長及び研究不正対策委員会の委

員長に報告するものとする。学長は、当該告発に関係する部局等の長に、その内容を通

知するものとする。 
５ 通報窓口は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについ

て告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた旨

を通知するものとする。 
６ 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑

いが指摘された場合（研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等

の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不

正とする合理的理由が示されている場合に限る。）は、研究不正対策委員会の委員長は、

これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。 
  （告発の相談） 
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第１０条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続につい

て疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。 
２ 告発の意思を明示しない相談があったときは、通報窓口は、その内容を確認して相当

の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとす

る。 
３ 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不

正行為を求められている等であるときは、相談窓口は、学長及び研究不正対策委員会の

委員長に報告するものとする。 
４ 前項の報告があったときは、学長又は研究不正対策委員会の委員長は、その内容を確

認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行

うものとする。 
  （通報窓口の職員の義務） 
第１１条 告発の受付に当たっては、通報窓口の職員は、告発者の秘密の遵守その他告発

者の保護を徹底しなければならない。 
２ 通報窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書

面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後

に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。 
３ 前２項の規定は、告発の相談についても準用する。 
 
      第４章 関係者の取扱い 
  （秘密保護義務） 
第１２条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏

らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。 
２ 学長及び研究不正対策委員会の委員長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及

び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外

部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。 
３ 学長又は研究不正対策委員会の委員長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合

は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説

明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩した

ときは、当該者の了解は不要とする。 
４ 学長、研究不正対策委員会の委員長又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査

協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関

係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければ

ならない。 
  （告発者の保護） 
第１３条 部局等の責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化

や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。 
２ 本学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不利

益な取扱いをしてはならない。 
３ 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、関係諸規程に従っ
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て、その者に対して処分を科すことができる。 
４ 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に

当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益

な措置等を行ってはならない。 
  （被告発者の保護） 
第１４条 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみ

をもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 
２ 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合

は、関係諸規程に従って、その者に対して処分を科すことができる。 
３ 学長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の

研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者

に不利益な措置等を行ってはならない。 
  （悪意に基づく告発） 
第１５条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づ

く告発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発

者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えるこ

とを目的とする告発をいう。 
２ 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、

懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。 
３ 学長は、前項の処分が科されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、

その措置の内容等を通知する。 
 
   第５章 事案の調査 
 （予備調査の実施） 
第１６条 第９条に基づく告発があった場合又は研究不正対策委員会の委員長がその他

の理由により予備調査の必要を認めた場合は、研究不正対策委員会の委員長は予備調査

委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。 
２ 予備調査委員会は、３名の委員によって構成するものとし、研究不正対策委員会の委

員長が当該委員会の議を経て指名する。 
３ 予備調査委員会の委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなけ

ればならない。 
４ 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調

査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことがで

きる。 
５ 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験試料等を保

全する措置をとることができる。 
 （予備調査の方法） 
第１７条 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科

学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項に

ついて、予備調査を行う。 
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２ 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調

査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として

調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 
 （本調査の決定等） 
第１８条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起

算して３０日以内に、予備調査結果を研究不正対策委員会に報告する。 
２ 研究不正対策委員会は、予備調査結果を踏まえ、協議の上、直ちに、本調査を行うか

否かを決定する。 
３ 研究不正対策委員会は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発

者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。 
４ 研究不正対策委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付し

て告発者に通知する。この場合には、資金配分機関や告発者の求めがあった場合に開示

することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。 
５ 研究不正対策委員会は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研

究費等の配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。 
  （調査委員会の設置） 
第１９条 研究不正対策委員会は、本調査を実施することを決定したときは、同時に、そ

の議決により調査委員会を設置する。 
２ 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織し、委員の過半数は、本学に

属さない外部有識者で構成しなければならない。 
 (1) 学術を担当する理事 
 (2) 研究不正対策委員会の委員長が当該委員会の議を経て指名した有識者 若干人 
 (3) 法律の知識を有する外部有識者 若干人 
 (4) その他学長が必要と認めた者 
３ 前項の調査委員会の委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でな

ければならない。 
４ 第２項第２号から第４号までの委員は、学長が委嘱する。 
５ 調査委員会に委員長を置き、学術を担当する理事をもって充てる。 
６ 調査委員会の委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。 
７ 調査委員会の委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務

を代行する。 
８ 調査委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ議事を開くことができない。 
９ 議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、議長が必要と認めたとき

は、出席者の３分の２以上をもって決することができる。 
  （本調査の通知） 
第２０条 研究不正対策委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名

及び所属を告発者及び被告発者に通知する。 
２ 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して７日以

内に、書面により、研究不正対策委員会に対して調査委員会委員に関する異議を申し立

てることができる。 
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３ 研究不正対策委員会は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を

審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委

員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 
  （本調査の実施） 
第２１条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して３０日以内に、本

調査を開始するものとする。 
２ 調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調

査への協力を求めるものとする。 
３ 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生

データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものと

する。 
４ 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。 
５ 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求める

ことができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性

を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとす

る。 
６ 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施

できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協

力しなければならない。 
  （本調査の対象） 
第２２条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断によ

り、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。 
  （証拠の保全） 
第２３条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動

に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。 
２ 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会

は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保

全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。 
３ 調査委員会は、前２項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限しては

ならない。 
  （本調査の中間報告） 
第２４条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の

予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分

機関等に提出するものとする。 
  （調査における研究又は技術上の情報の保護） 
第２５条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文

等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することの

ないよう、十分配慮するものとする。 
  （不正行為の疑惑への説明責任） 
第２６条 調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関
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する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適

正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表

現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなればならない。 
２ 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第２１条第５項の定める保障を

与えなければならない。 
 
   第６章 不正行為等の認定 
 （認定の手続） 
第２７条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して１５０日以内に調査した内容

をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質

性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等

の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。 
２ 前項に掲げる期間につき、１５０日以内に認定を行うことができない合理的な理由が

ある場合は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るもの

とする。 
３ 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて

告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものと

する。 
４ 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 
５ 調査委員会は、第１項及び第３項に定める認定が終了したときは、直ちに、学長に報

告しなければならない。 
  （認定の方法） 
第２８条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物

的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否

かの認定を行うものとする。 
２ 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはで

きない。 
３ 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑い

を覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲

に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本

来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であると

の疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 
  （調査結果の通知及び報告） 
第２９条 学長は、速やかに、調査結果（認定を含む。）を告発者、被告発者及び被告発

者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告

発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。 
２ 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁

に報告するものとする。 
３ 学長は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関

に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。 
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  （不服申立て） 
第３０条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた

日から起算して１４日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。た

だし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 
２ 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての審議の段階で

悪意に基づく告発と認定された者を含む。）は、その認定について、前項の例により、

不服申立てをすることができる。 
３ 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要

となる場合は、調査委員会委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に

審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がない

と認めるときは、この限りでない。 
４ 前項に定める新たな調査委員会委員は、第１９条第２項及び第３項に準じて、学長が

委嘱する。 
５ 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと

決定した場合には、直ちに、学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、

その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認

定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の

不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。 
６ 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、学

長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとす

る。 
７ 学長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から

不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係

る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をし

たときも同様とする。 
 (再調査) 
第３１条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調

査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料す

る資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力すること

を求めるものとする。 
２ 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を

行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに学長

に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。 
３ 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して５０日以内に、

先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。た

だし、５０日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合

は、その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。 
４ 学長は、第２項又は第３項の報告に基づき、速やかに、再調査手続の結果を告発者、

被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知

するものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも
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通知する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。 
  （調査結果の公表） 
第３２条 学長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速や

かに、調査結果を公表するものとする。 
２ 前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、

研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員

の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 
３ 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告

発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属

を公表しないことができる。 
４ 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公

表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場

合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきま

えるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、

調査結果を公表するものとする。 
５ 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、

論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと

によるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名

・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 
６ 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・

所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・

手順等を公表する。 
 
   第７章 措置及び処分 
 （本調査中における一時的措置） 
第３３条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を

受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措

置を講じることができる。 
２ 学長は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場

合には、それに応じた措置を講じるものとする。 
 （研究費の使用中止） 
第３４条 学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正

行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者、及び研究費

の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」

という。）に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。 
 （論文等の取下げ等の勧告） 
第３５条 学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下

げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。 
２ 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して１４日以内に勧告に応ずるか否かの

意思表示を学長に行わなければならない。 
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３ 学長は、被認定者が第１項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。 
  （措置の解除等） 
第３６条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本

調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全

の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査

結果が確定した後、速やかに解除する。 
２ 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置

及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。 
 （処分） 
第３７条 学長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場

合は、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して、法令、職員就業規則その他関

係諸規程に従って、処分を科すものとする。 
２ 学長は、前項の処分が科されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、

その処分の内容等を通知する。 
 （是正措置等) 
第３８条 研究不正対策委員会は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたもの

と認定された場合には、学長に対し、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な

環境整備措置（以下「是正措置等」という。）をとることを勧告するものとする。 
２ 学長は、前項の勧告に基づき、関係する部局等の責任者に対し、是正措置等をとるこ

とを命ずる。また、必要に応じて、本学全体における是正措置等をとるものとする。 
３ 学長は、前項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機関並びに文部

科学省及びその他の関係省庁に対して報告するものとする。 
 
    第８章 雑則 
 （事務) 
第３９条 研究活動上の不正行為の防止等に関する事務は、研究支援部において処理す

る。 
 （その他) 
第４０条 この規程に定めるもののほか、研究活動上の不正行為の防止等に関し必要な事

項は、学長が定める。 
 
   附 則 
１ この規程は、平成２７年６月１０日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
２  愛媛大学科学研究行動規範管理規程（平成１８年規則第１５９号）は、廃止する。 
   附 則 
 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、令和２年１月１５日から施行する。 
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附 則 
 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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                                                                       別表第１ 
部局等名 研究倫理教育責任者 

法文学部 法文学部長 
教育学部 教育学部長 
社会共創学部 社会共創学部長 
理学部 理学部長 
医学部 医学部長 
医学部附属病院 医学部附属病院長 
工学部 工学部長 
農学部 農学部長 

 連合農学研究科 
医農融合公衆衛生学環 医農融合公衆衛生学環長 
教育・学生支援機構  

教育・学生支援機構長 
 

総合健康センター 
四国地区国立大学連合アドミッションセンター 
社会連携推進機構 社会連携推進機構長 
沿岸環境科学研究センター  

 
 
 
先端研究・学術推進機構長 
 
 
 

地球深部ダイナミクス研究センター 
プロテオサイエンスセンター 
アジア古代産業考古学研究センター 
宇宙進化研究センター 
学術支援センター 
総合情報メディアセンター 
埋蔵文化財調査室 
国際連携推進機構 国際連携推進機構長 
図書館 図書館長 
教育学部附属幼稚園  

 
附属学校担当副学長 

 
 

教育学部附属小学校 
教育学部附属中学校 
教育学部附属特別支援学校 
附属高等学校 
上記以外の国立大学法人愛媛大学基本規則に定める

組織 
それぞれの長 
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資料 23 基礎となる学部との関係 
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愛媛大学大学院学則 

平成１６年４月１日 

規 則 第  ２  号 

目次 

第１章 総則（第１条～第８条） 

第２章 教員組織（第９条） 

第３章 収容定員（第 10 条） 

第４章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学期間（第 11 条～第 15 条） 

第５章 教育課程等（第 16 条～第 27 条） 

第６章 入学（第 28 条～第 40 条） 

第７章 休学、留学、退学及び除籍（第 41 条～第 44 条） 

第８章 課程の修了要件及び学位の授与（第 45 条～第 53 条） 

第９章 教育職員免許（第 54 条） 

第 10 章 賞罰（第 55 条・第 56 条） 

第 11 章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生 

（第 57 条～第 61 条） 

第 12 章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料（第 62 条～第 69 条） 

第 13 章 特別の課程の履修証明(第 70 条) 

第 14 章 雑則（第 71 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 愛媛大学大学院（以下「本学大学院」という。）においては、学術の理論及び応用を教授

研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓

越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 本学大学院は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供す

ることにより、社会の発展に寄与するものとする。 

（点検評価） 

第２条 本学大学院は、教育研究水準の向上に資するため、本学大学院の教育及び研究、社会貢

献、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公

表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第３条 本学大学院においては、研究科若しくは専攻又は学環（大学院設置基準（昭和 49 年文部

省令第 28 号。以下「設置基準」という。）第 30 条の２に定める研究科等連係課程実施基本組

織をいう。以下同じ。）ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、

公表するものとする。 

２ 本学大学院は、教育研究の成果の普及及び活用の推進に資するため、その教育研究活動の状

況を公表するものとする。 

（課程、専攻） 

第４条 本学大学院の各研究科の修士課程、教職大学院の課程及び博士課程の別は、次の表の中

欄に掲げるとおりとする。ただし、医学系研究科看護学専攻及び理工学研究科の博士課程は、

前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」

という。）に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

２ 各研究科に、それぞれ次の表の右欄に掲げる専攻を置く。 

研究科 修士課程・教職大学院の課程・博士課程の別 専攻 

人文社会科学研究科 修士課程 法文学専攻 

産業システム創成専攻 

資料24　愛媛大学大学院学則
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教育学研究科 修士課程 心理発達臨床専攻 

教職大学院の課程 教育実践高度化専攻 

医学系研究科 博士課程 医学専攻 

博士課程 博士前期課程 看護学専攻 

博士後期課程 看護学専攻 

理工学研究科 博士課程 博士前期課程 生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

博士後期課程 生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

農学研究科 修士課程 食料生産学専攻 

生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

連合農学研究科 博士課程 生物資源生産学専攻 

生物資源利用学専攻 

生物環境保全学専攻 

備考 連合農学研究科の博士課程は、後期３年のみの博士課程とする。 

 

３ 本学大学院の学環の修士課程及び博士課程の別は、次の表に掲げるとおりとする。 

学環 修士課程・博士課程の別 

医農融合公衆衛生学環 修士課程 

 

（連合農学研究科の教育研究の実施） 

第５条 連合農学研究科の教育研究は、愛媛大学（以下「本学」という。）、香川大学及び高知大

学の協力により実施するものとする。 

（学環の教育研究の実施） 

第５条の２ 学環の教育研究は、本学大学院に置かれる二以上の研究科（以下「連係協力研究科」

という。）との緊密な連係及び協力により実施するものとする。 

２ 学環の連係協力研究科は、次の表に掲げるとおりとする。 

学環 連係協力研究科 

医農融合公衆衛生学環 
医学系研究科 
農学研究科 

 

第６条 削除 

（修士課程） 

第７条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度

の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

（教職大学院の課程） 

第７条の２ 教職大学院の課程は、専ら幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校（以下「小学校等」という。）の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教

員の養成のための教育を行うことを目的とする。 

（博士課程） 

第８条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の

高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う

ことを目的とする。 
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第２章 教員組織 

（教員組織） 

第９条 研究科の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）は、各研

究科ごとに設置基準に定める資格を有する教員が担当し、又は分担するものとする。ただし、

教職大学院の課程にあっては、「授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）」とあるのは「授業」と、「設置基準」は「専門職大学院設置基準（平成 15 年文部

科学省令第 16 号）」と読み替えて適用するものとする。 

（学環の教員組織） 

第９条の２ 学環の授業及び研究指導は、学環ごとに設置基準に定める資格を有する教員（以下

この条において「有資格教員」という。）が担当し、又は分担するものとする。 

２ 学環に置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、第５条の２第２項に規定

する連係協力研究科の有資格教員がこれを兼ねることができるものとする。 

 

第３章 収容定員 

（収容定員） 

第 10 条 研究科専攻及び学環の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科・学環 専攻 
収容定員 

入学定員 総定員 

人文社会科学研究科  

法文学専攻 

人 

12 

人 

24 

産業システム創成専攻 8 16 

     計 20 40 

教育学研究科 心理発達臨床専攻 10 20 

教育実践高度化専攻 40 80 

     計 50 100 

医学系研究科 博士課程 医学専攻 30 120 

博士前期課程 看護学専攻 12 

(2) 

24 

(4) 

博士後期課程 看護学専攻 2 6 

理工学研究科 博士前期課程 生産環境工学専攻 62 124 

物質生命工学専攻 61 122 

電子情報工学専攻 59 118 

数理物質科学専攻 40 80 

環境機能科学専攻 28 56 

   計 250 500 

博士後期課程 生産環境工学専攻 6 18 

物質生命工学専攻 5 15 

電子情報工学専攻 4 12 

数理物質科学専攻 4 12 

環境機能科学専攻 4 12 

   計 23 69 

農学研究科 食料生産学専攻 26 

(1) 

52 

(2) 

生命機能学専攻 23 46 

生物環境学専攻 23 

(2) 

46 

(4) 

     計 72 

(3) 

144 

(6) 

-設置等の趣旨（資料）-39-



連合農学研究科 生物資源生産学専攻 9 27 

生物資源利用学専攻 4 12 

生物環境保全学専攻 4 12 

     計 17 51 

医農融合公衆衛生学環  5 10 

合      計 476 1,054 

備考 

１ この表における合計数は、学環の収容定員を除いた数とする。 

２ 医農融合公衆衛生学環の収容定員は、医学系研究科及び農学研究科の収容定員の内数とし、 

括弧内の数字をその内訳とする。 

 

第４章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学期間 

（学年） 

第 11 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

（学期） 

第 12 条 学年を分けて次の２学期とする。 

前学期 ４月１日から９月 23 日まで 

後学期 ９月 24 日から翌年３月 31 日まで 

（休業日） 

第 13 条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

夏季休業 ８月７日から９月 30 日まで 

開学記念日 11 月 11 日 

冬季休業 12 月 24 日から翌年１月７日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に

休業日を定めることがある。 

（標準修業年限） 

第 14 条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は、２年とする。 

２ 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は、４年とする。 

３ 医学系研究科看護学専攻博士課程及び理工学研究科博士課程の標準修業年限は５年とし、博

士前期課程の標準修業年限は２年、博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

４ 連合農学研究科博士課程の標準修業年限は、３年とする。 

（在学期間） 

第 15 条 在学期間は、標準修業年限の２倍の年数を超えることができない。 

 

 

第５章 教育課程等 

（教育課程の編成方針） 

第 16 条 研究科、専攻及び学環の教育上の目的を達成するために自ら必要な授業科目を開設する

とともに研究指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。ただし、教職大

学院にあっては、「授業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定し」とあるのは「授業

科目を開設し」と読み替えて適用するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させると

ともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

（教育方法） 

第 17 条 研究科及び学環の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただ

し、教職大学院にあっては、「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するも

のとする。 

（教育方法の特例） 

第 17 条の２ 本学大学院において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他
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特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことが

できる。ただし、教職大学院にあっては、「授業又は研究指導」とあるのは「授業」と読み替え

て適用するものとする。 

（授業の方法） 

第 18 条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修

させることができる。 

３ 第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様と

する。 

第 18 条の２ 教職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に

応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の

適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとする。 

（履修方法） 

第 19 条 第 17 条に規定する授業科目の内容、単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履

修方法は、各研究科又は学環において定める。ただし、教職大学院にあっては、「授業科目の

内容、単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法」とあるのは「授業科目の内容、

単位数及び履修方法」と読み替えて適用するものとする。 

２ 学生は、他の研究科、学環及び学部の授業科目を履修することができる。ただし、この場合

は、所属研究科長又は所属学環長を経て、当該研究科長、当該学環長又は当該学部長の許可を

得なければならない。 

（単位計算方法） 

第 20 条 前条第１項の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要

とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、

授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

(1) 講義及び演習は、15 時間から 30 時間までの範囲で定める時間の授業をもって１単位とす

る。 

(2) 実験、実習及び実技は、30 時間から 45 時間までの範囲で定める時間の授業をもって１単

位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、この限り

でない。 

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ

り行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前２号の基準を考慮

して定める時間の授業をもって１単位とする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 21 条 本学大学院（教職大学院を除く。以下この条において同じ。）において教育上有益と認

めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得

した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学大学院に入学した後の本学大

学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本

学大学院において修得した単位以外のものについては、15 単位を超えないものとし、第 25 条

第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）及び第 25 条の３第１項の規定により本学

大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

第 21 条の２ 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学教職大学院に入学

する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得し

た単位を含む。）を、本学教職大学院に入学した後の本学教職大学院における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本

学教職大学院において修得した単位以外のものについては、第２５条の２第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定により本学教職大学院において修得したものとみなす

単位数と合わせて本学教職大学院が修了要件として定める４６単位以上の単位数の２分の１を
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超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 22 条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところに

より、学長がその計画的な履修を認めることができる。 

２ 前項の規定により計画的な履修が認められた者の標準修業年限は、第 14 条に規定する標準修

業年限に、２年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数とする。 

３ 第１項の規定により計画的な履修が認められた者の在学期間は、第 14 条に規定する標準修業

年限の２倍の年数に、２年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数を超えることができ

ない。 

（単位の授与） 

第 23 条 授業科目を履修した者に対しては、試験又は研究報告により単位を与える。 

２ 単位の認定は、担当教員が行う。 

（成績評価基準等の明示等） 

第 24 条 各研究科及び学環は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の

授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。ただし、教職大学院にあっては、

「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。 

２ 各研究科及び学環は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、

客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当

該基準にしたがって適切に行うものとする。ただし、教職大学院にあっては、「学修の成果及

び学位論文」とあるのは「学修の成果」と読み替えて適用するものとする。 

（他の大学の大学院における授業科目の履修等） 

第 25 条 本学大学院（教職大学院を除く。以下この条において同じ。）において教育上有益と認

めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第 25 条の

３第１項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 15 単位を

超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第 21 条第１項の規定により

本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部

に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律第 72 号）第

１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大

学（以下「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を履修する場合について準

用する。 

第 25 条の２ 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学教職大学院の定め

るところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学教職大学

院が修了要件として定める４６単位以上の単位数の２分の１を超えない範囲で本学教職大学院

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第 21 条の２第１項の規定に

より本学教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて本学教職大学院が修了要

件として定める４６単位以上の単位数の２分の１を超えないものとする。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教

育課程における授業科目を履修する場合について準用する。 

（休学期間中の授業科目の履修等） 

第 25 条の３ 本学大学院（教職大学院を除く。以下この条において同じ。）において教育上有益
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と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学院（外国の大学院を含む。）において履修した

授業科目について修得した単位を、本学大学院における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第 25 条第１項（同条第３項

において準用する場合を含む。）の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位

数と合わせて 15 単位を超えないものとし、第 21 条第１項の規定により本学大学院において修

得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

（他の大学の大学院等における研究指導） 

第 26 条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協

議に基づき、学生を当該大学の大学院又は研究所等に派遣の上、必要な研究指導を受けさせる

ことができる。ただし、博士前期課程及び修士課程（以下「修士課程」という。）の学生が当該

研究指導を受ける期間は、１年を超えることができない。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第 27 条 本学大学院、研究科又は学環は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。ただし、教職大学院にあっては、「授業及び研

究指導」とあるのは「授業」と、「研修及び研究」とあるのは「研修」と読み替えて適用するも

のとする。 

（連携協力校） 

第 27 条の２ 本学教職大学院は、第 45 条の２第１項に規定する実習その他本学教職大学院の教

育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 

 

 

第６章 入学 

（入学の時期） 

第 28 条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学年の途中であっても、学期の始めに入

学させることができる。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、入学する学年の９月 24 日から９月 30 日までに、次条か

ら第 31 条までに定める入学の資格を得た者の入学の時期は、10 月１日とする。 

（修士課程及び教職大学院の課程の入学資格） 

第 29 条 修士課程及び教職大学院の課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する

者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与され

た者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した

者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 
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(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 学校教育法第 102 条第２項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、当該者

をその後本学大学院に入学させる場合において、大学院における教育を受けるにふさわしい

学力があると認めたもの 

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、22 歳に達したもの 

(11) 大学に３年以上在学し、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める者 

(12) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な

成績で修得したと認めるもの 

(13) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 15 年の課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得

したと認めるもの 

(14) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し

た者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

（医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格） 

第 30 条 医学系研究科医学専攻博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する

者とする。 

(1) 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において、学校教育における 18 年の課程を修了し、その 終の課程が医学、歯学、薬

学又は獣医学であった者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 18 年の課程を修了し、その 終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学

であった者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、

その 終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学であった者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が５年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 学校教育法第 102 条第２項の規定により他の大学の大学院（医学、歯学、薬学又は獣医学

を履修する課程に限る。）に入学した者であって、当該者をその後本学大学院に入学させる

場合において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学の医学、歯学又は修業年限が６年

の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

24 歳に達したもの 

(9) 大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学し、本学の定

める単位を優秀な成績で修得したと認める者 

(10) 外国において学校教育における 16 年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課

程を含むものに限る。）を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認め

るもの 

(11) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 16 年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むも

のに限る。）を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 
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(12) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の

課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本学の定める

単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

（博士後期課程及び連合農学研究科博士課程の入学資格） 

第 31 条 博士後期課程及び連合農学研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一

に該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位（学校教育法第 104 条第１項の規定に基づき学位規則（昭和 28

年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者 

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専

門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、

修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学

院設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有す

る者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者  

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 

（入学の出願） 

第 32 条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類及び

第 62 条第１項に規定する検定料を添えて学長あてに願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第 33 条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続） 

第 34 条 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに宣誓

書、保証書その他所定の書類を提出するとともに、第 63 条第１項に規定する入学料を納付しな

ければならない。ただし、第 66 条の規定により入学料の免除又は第 67 条の規定により入学料

の徴収猶予を受けようとする者は、入学料免除・徴収猶予申請書の提出をもって入学料の納付

に代えるものとする。 

（入学許可） 

第 35 条 学長は、前条の入学手続を終えた者に対し、入学を許可する。 

（編入学） 

第 36 条 他の大学の大学院の学生で本学大学院に編入学を志願する者があるときは、選考の上、

研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべ

き年数については、研究科委員会、学環委員会又は研究科教授会（以下「研究科委員会等」と

いう。）の議を経て当該研究科長又は当該学環長が決定する。 

（再入学） 

第 37 条 本学大学院を退学した者又は除籍された者で再入学を志願する者があるときは、選考の

上、研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべ

き年数については、研究科委員会等の議を経て研究科長又は学環長が決定する。 

（編入学等の入学手続等） 

第 38 条 前２条に規定する編入学及び再入学に係る入学の出願及び手続等については、第 32 条
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及び第 34 条の規定を準用する。 

（進学） 

第 39 条 博士前期課程を修了し、引き続き、博士後期課程に進学を志願する者については、研究

科の定めるところにより選考の上、研究科長が進学を許可する。 

（入学許可の取消） 

第 40 条 第 34 条の提出書類に虚偽又は不正があった場合には、入学を取り消す。 

 

 

第７章 休学、留学、退学及び除籍 

（休学） 

第 41 条 学生が疾病その他の理由により２か月以上修学することができない場合は、研究科長又

は学環長の許可を得て休学することができる。 

２ 前項の休学は、１年を超えることができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、休学期間の延長を許可することがある。

ただし、休学期間は、連続して、修士課程及び教職大学院の課程にあっては２年、医学系研究

科医学専攻博士課程、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程にあっては３年を越えること

ができない。 

４ 疾病のため修学することが適当でないと認める場合には、研究科長又は学環長は、学長の承

認を得て休学を命ずることがある。 

５ 休学期間中にその休学の理由が消滅したときは、研究科長又は学環長の許可を得て復学する

ことができる。 

６ 休学が３か月以上にわたるときは、その期間は、第 14 条第１項から第４項までに規定する標

準修業年限に算入しない。 

７ 休学した期間は、これを第 15 条に規定する在学期間に算入しない。 

８ 休学期間は、通算して、修士課程及び教職大学院の課程にあっては２年、医学系研究科医学

専攻博士課程にあっては４年、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程にあっては３年を超

えることができない。 

（留学） 

第 42 条 学生が外国の大学の大学院へ留学する場合については、学則第 42 条第１項の規定を準

用する。この場合において、「学部長」とあるのは「研究科長」又は「学環長」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の規定により留学した期間は、第 14 条に規定する標準修業年限及び第 15 条に規定する

在学期間に算入するものとする。 

（退学） 

第 43 条 学生が退学しようとするときは、研究科長又は学環長を経て学長の許可を得なければな

らない。 

（除籍） 

第 44 条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会等の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 第 15 条に規定する在学期間を超えた者又は第 41 条第８項に規定する休学期間を超えてな

お復学できない者 

(2) 長期にわたり行方不明の者 

(3) 授業料の納付の義務を怠る者 

(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可

された者であって、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの 

 

 

第８章 課程の修了要件及び学位の授与 

（課程の修了要件） 

第 45 条 修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、各研究科又は学環の定めるところに

より 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、学

位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び 終試験に合格することとする。ただ
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し、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるもの

とする。 

第 45 条の２ 教職大学院の課程の修了要件は、本学教職大学院に２年以上在学し、４６単位以上

（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的とし

て小学校等その他の関係機関で行う実習に係る１０単位以上を含む。）を修得することとする。

ただし、在学期間に関しては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であっ

て、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法に

より教育を行う場合において、教育上の必要があるときは、学生の履修上の区分に応じ、１年

以上在学すれば足りるものとする。 

２ 教職大学院の課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校等の教員

としての実務の経験を有する者について、10 単位を超えない範囲で、前項に規定する実習によ

り修得する単位の一部を免除することができる。 

第 46 条 医学系研究科医学専攻博士課程の修了要件は、大学院に４年以上在学し、研究科の定め

るところにより 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して

その審査及び 終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績

を上げた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 医学系研究科看護学専攻博士後期課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、研究科の定

めるところにより 14 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出し

てその審査及び 終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を

上げた者については、修士課程における２年の在学期間を含め３年以上在学すれば足りるもの

とする。 

第 47 条 理工学研究科博士後期課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、研究科の定めると

ころにより 12 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその

審査及び 終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者については、修士課程における２年の在学期間を含め３年以上在学すれば足りるものと

する。 

第 48 条 連合農学研究科博士課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、研究科の定めるとこ

ろにより 12 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審

査及び 終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者については、修士課程における２年の在学期間を含め３年以上在学すれば足りるものとす

る。 

第 49 条 修士課程において優れた業績を上げ、当該課程を２年未満の在学期間をもって修了した

者が博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に入学した場合の修了要件は、第 46 条第２項、

第 47 条及び前条のただし書中「修士課程における２年の在学期間」とあるのは「修士課程の在

学期間」と読み替えて、第 46 条第２項、第 47 条又は前条の規定を適用する。 

２ 第 31 条第２号から第８号までに規定する者が博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に

入学した場合の修了要件は、第 46 条第２項、第 47 条及び前条のただし書中「修士課程におけ

る２年の在学期間を含め３年以上」とあるのは「１年以上」と読み替えて、第 46 条第２項、第

47 条又は前条の規定を適用する。 

（在学期間の短縮） 

第 49 条の２ 修士課程、教職大学院の課程及び博士課程（博士後期課程及び連合農学研究科博士

課程を除く。）は、第 21 条及び第 21 条の２の規定により、当該課程に入学する前に修得した

単位（第 29 条及び第 30 条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を、当

該課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課

程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１

年を超えない範囲で、当該課程が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、こ

の場合においても、修士課程及び教職大学院の課程については、当該課程に少なくとも１年以

上在学するものとする。 

（学位論文） 

第 50 条 修士課程及び博士課程における 終試験は、学位論文を中心として、これに関連ある科

目について行うものとする。 
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２ 学位論文及び 終試験の合否は、研究科委員会等において審査し、決定する。 

（学位） 

第 51 条 本学大学院の課程を修了した者には、博士、修士又は教職修士（専門職）の学位を授与

する。 

（論文提出による学位の授与） 

第 52 条 前条に定めるもののほか、学位規則(昭和 28 年文部省令第９号)の定めるところにより、

本学大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等

以上の学力を有することを確認された者にも博士の学位を授与することができる。 

（学位の授与に関する規程） 

第 53 条 前８条に規定するもののほか、学位の授与については、別に定める。 

 

 

第９章 教育職員免許 

（教育職員免許） 

第 54 条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の科目に該当する授業科目の単位を修

得した者は、教育職員免許状を受ける資格を得ることができる。 

２ 前項の規定に基づく資格を得た者が受けることのできる研究科及び専攻ごとの教育職員免許

状の種類及び教科は、別表のとおりとする。 

 

 

第 10 章 賞罰 

（表彰） 

第 55 条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは、学長がこれを表彰する。 

２ 学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

（懲戒） 

第 56 条 本学の規則に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、研究科長又は学環長

の申出に基づき国立大学法人愛媛大学教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲戒する。 

２ 懲戒は、退学、停学及び戒告の３種とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に限り、これを行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当の理由がなくて出席が常でなく成業の見込みがないと認められる者 

(3) 本学の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学が３か月以上にわたるときは、その期間は、第 14 条第１項から第４項までに規定する標

準修業年限に算入しない。 

 

 

第 11 章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学

生 

（研究生） 

第 57 条 特定事項について本学大学院（教職大学院を除く。）において研究することを志願する

者があるときは、研究科及び学環の授業及び研究に妨げのない限り、選考の上、研究生として

研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 本学大学院の研究生として入学することのできる者は、次の各号に掲げる課程ごとに当該各

号に定める者とする。 

(1) 修士課程及び博士前期課程 

修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者 

(2) 博士課程及び博士後期課程 

博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者 

３ 研究生の在学期間は、１年以内とする。ただし、研究上必要があると認める場合には、在学

期間を更新することができる。 

（科目等履修生及び聴講生） 
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第 57 条の 2 本学大学院（教職大学院を除く。）の授業科目中、１又は複数の授業科目を履修す

ることを志願する者があるときは、研究科及び学環の授業及び研究に妨げのない限り、選考の

上、科目等履修生又は聴講生として研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可する

ことがある。 

２ 科目等履修生及び聴講生の入学の時期は、毎学期の始めとし、その在学期間は、１年以内と

する。ただし、特別の理由がある場合には、在学期間を更新することができる。 

３ 科目等履修生に対する単位の授与については、第 23 条の規定を準用する。 

（特別聴講学生） 

第 58 条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学大学院の授業科目を履修する

ことを志願する者があるときは、当該大学の大学院との協議に基づき、特別聴講学生として研

究科長又は学環長の申出により学長が入学を許可することがある。 

（研究生等に関する規程） 

第 59 条 研究生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 

（特別研究学生） 

第 60 条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学大学院（教職大学院を除く。）

において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学の大学院との協議に基づ

き、特別研究学生として研究科長又は学環長の申出により学長が入学を許可することがある。 

（外国人留学生） 

第 61 条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院（教職大学院

を除く。）に入学を志願する者があるときは、特別に選考の上、研究科長又は学環長の申出に

基づき、外国人留学生として学長が入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生については、第 10 条に規定する収容定員の定員外とすることができる。 

３ 外国人留学生に関する規程は、別に定める。 

 

 

第 12 章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 

（検定料） 

第 62 条 検定料の額は、国立大学法人愛媛大学授業料等料金規則（以下「料金規則」という。）

に定める額とする。 

２ 受理した検定料は、返還しない。 

（入学料） 

第 63 条 入学料の額は、料金規則に定める額とする。 

２ 受理した入学料は、返還しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、入学料を納付した者が、所定の入学手続き期間内に入学を辞退し

た場合には、納付した者の申出により、当該入学料相当額を返還する。 

（授業料） 

第 64 条 学生は、授業料を納付しなければならない。 

２ 授業料の額は、料金規則に定める額とし、次の２期に分けてそれぞれ年額の２分の１に相当

する額を納付するものとする。 

前期  ４月１日から９月 23 日まで 

納付期 ４月１日から４月 30 日まで 

後期  ９月 24 日から翌年３月 31 日まで 

納付期 ９月 24 日から 10 月 31 日まで 

３ 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、

当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収できるものとする。 

４ 授業料を所定の期日までに納付しない者に対しては、登学を停止することがある。 

５ 受理した授業料は、返還しない。 

６ 前項の規定にかかわらず、前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者で、休学の時期

が前期又は後期に係る授業料の納付期の場合は、納付した者の申出により休学した月の翌月以

降の授業料相当額を返還する。 

７ 第５項の規定にかかわらず、前期及び後期に係る授業料を納付した者が後期に係る授業料の
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納付期前に休学（前期に係る授業料の納付期に休学した場合を除く。）又は退学した場合には、

納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。 

（寄宿料） 

第 65 条 寄宿舎に入寮した者は、寄宿料を納付しなければならない。 

２ 寄宿料の額は、料金規則で定める額とする。 

３ 受理した寄宿料は、返還しない。 

（検定料の免除） 

第65条の２ 特別な事情により検定料を納付することが著しく困難であると認められる者につい

ては、検定料を免除することがある。 

２ 検定料の免除の取扱いについては、別に定める。 

（入学料の免除） 

第 66 条 次の各号の一に該当する者については、その者の願い出により入学料の全額又は半額を

免除することがある。 

(1) 本学の大学院に入学する者であって経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、

本学が別に定める学力基準を満たす者 

(2) その他特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者 

２ 入学料の免除の取扱いについては、別に定める。 

（入学料の徴収猶予） 

第 67 条 次の各号の一に該当する者については、その者の願い出により入学料の徴収を猶予する

ことがある。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である者 

(2) 入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担

者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納

付期限までに納付が困難であると認められる者 

(3) その他やむを得ない事情があると認められる者 

２ 前項の規定により入学料の徴収を猶予する期間は、４月入学者については９月 23 日まで、９

月入学者については２月末日までとする。 

３ 入学料の徴収猶予の取扱いについては、別に定める。 

（授業料等に係る学則の準用） 

第 68 条 授業料及び寄宿料の徴収方法並びに免除及び徴収猶予等の取扱いについては、学則第

60 条から第 65 条まで、第 68 条（第１項第３号を除く。）及び第 69 条の規定を準用する。 

（研究生等の検定料、入学料及び授業料） 

第 69 条 研究生、科目等履修生及び聴講生は、検定料、入学料及び授業料を納付しなければなら

ない。 

２ 研究生、科目等履修生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、別に

定める。 

３ 国立大学の大学院の学生である特別聴講学生及び特別研究学生については、検定料、入学料

及び授業料を徴収しない。 

４ 国立大学以外の大学（以下「公私立等の大学」という。）又は外国の大学の大学院の学生で

ある特別聴講学生及び特別研究学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料の

額及び徴収方法は、別に定める。 

５ 前項の規定にかかわらず、本学と公私立等の大学又は外国の大学との間における大学間交流

協定等において授業料が相互に不徴収とされた場合は、当該協定等に基づく特別聴講学生及び

特別研究学生については、授業料を徴収しない。 

 

 

第 13 章 特別の課程の履修証明 

（特別の課程の履修証明） 

第 70 条 本学大学院は、学校教育法第 105 条及び学校教育法施行規則第 164 条の定めるところに

より、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを履修した者に対し、修了

の事実を証する証明書を交付できるものとする。 
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２ 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第 14 章 雑則 

第 71 条 この大学院学則に定めるもののほか、本学大学院学生に関し必要な事項は、各研究科及

び学環において定める。 

 

附 則 

１ この学則は、平成１６年４月１日から施行する。  

２ 平成１６年３月３１日に本学に在学する者に係る教育課程、履修方法、修了、学位等につい

ては、なお従前の例による。 

３ 平成１６年度における教育学研究科の学校教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床心理専攻並

びに全研究科の学生の総定員は、第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成１６年度 

総定員 

教育学研究科 学校教育専攻 

障害児教育専攻 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

    計 

１１ 

１０ 

６３ 

９ 

９３ 

全  研  究  科 １，０３９ 

附 則 

この学則は、平成１６年８月４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科障害児教育専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、平成１７年３

月３１日に同専攻に在学する者が同専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、同専

攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。 

３ 平成１７年度の教育学研究科の学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次

の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成１７年度 

総定員 

教育学研究科 学校教育専攻 

特別支援教育専攻 

特別支援学校教育専修 

特別支援教育コーディネーター専修 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

（従前の専攻） 

障害児教育専攻 

     計 

１０ 

 

５ 

６ 

６０ 

１８ 

 

５ 

１０４ 

附 則 

 この学則は、平成１７年７月１３日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 医学系研究科博士課程の形態系専攻、機能系専攻及び生態系専攻は、改正後の第４条第２項

の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなく

なる日までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等

については、なお従前の例による。 
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３ 理工学研究科博士前期課程の機械工学専攻、電気電子工学専攻、環境建設工学専攻、機能材

料工学専攻、応用化学専攻、情報工学専攻、数理科学専攻、物質理学専攻及び生物地球圏科学

専攻並びに同研究科博士後期課程の物質工学専攻、システム工学専攻、生産工学専攻及び環境

科学専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該専攻に

在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る

教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。 

４ 平成１８年度、平成１９年度及び平成２０年度の医学系研究科博士課程及び理工学研究科の

学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

総定員 総定員 総定員 

医学系研究科 【博士課程】 

医学専攻 

（従前の専攻） 

形態系専攻 

機能系専攻 

生態系専攻 

 

３０ 

 

３０ 

３６ 

２４ 

 

６０ 

 

２０ 

２４ 

１６ 

 

９０ 

 

１０ 

１２ 

８ 

理工学研究科 【博士前期課程】 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

（従前の専攻） 

機械工学専攻 

電気電子工学専攻 

環境建設工学専攻 

機能材料工学専攻 

応用化学専攻 

情報工学専攻 

数理科学専攻 

物質理学専攻 

生物地球圏科学専攻 

【博士後期課程】 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

（従前の専攻） 

物質工学専攻 

システム工学専攻 

生産工学専攻 

環境科学専攻 

 

６０ 

５７ 

５７ 

４０ 

２６ 

 

３０ 

２７ 

３０ 

２７ 

３０ 

３０ 

１４ 

２８ 

２４ 

 

６ 

５ 

４ 

４ 

４ 

 

１０ 

１０ 

１０ 

１６ 

 

１２０ 

１１４ 

１１４ 

８０ 

５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

１０ 

８ 

８ 

８ 

 

５ 

５ 

５ 

８ 

 

１２０ 

１１４ 

１１４ 

８０ 

５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

１５ 

１２ 

１２ 

１２ 

 

 

 

 

 

附 則 

 この学則は、平成１８年１１月８日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年９月１２日から施行する。 
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附 則 

 この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日に連合農学研究科博士課程に在学する者に係る修了要件については、

改正後の第４８条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成２１年５月１３日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２２年２月１６日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年３月３１日に法文学研究科人文科学専攻に在学する者の教育職員免許状を受ける

資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第５４条第２項関

係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２４年１０月１０日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科学校教育専攻及び農学研究科生物資源学専攻は、改正後の第４条第２項の規定

にかかわらず、平成２８年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日

までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等につい

ては、なお従前の例による。 

３ 平成２８年度の教育学研究科、理工学研究科及び農学研究科の学生の総定員は、改正後の第

１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成２８年度 

総定員 

教育学研究科 特別支援教育専攻 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

教育実践高度化専攻 

（従前の専攻） 

学校教育専攻 

計 

１６ 

５０ 

１８ 

１５ 

 

５ 

１０４ 

理工学研究科 【博士前期課程】 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

環境機能科学専攻 

 

１２２ 

１１８ 

１１６ 

５４ 

農学研究科 食料生産学専攻 

生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

（従前の専攻） 

生物資源学専攻 

計 

２６ 

２３ 

２３ 

 

７２ 

１４４ 
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附 則 

この学則は、平成２８年５月２４日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３０年９月１２日から施行し、平成３０年７月５日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日に教育学研究科教科教育専攻に在学する者の教育職員免許状を受ける

資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第５４条第２項関

係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 法文学研究科の総合法政策専攻及び人文科学専攻並びに教育学研究科の特別支援教育専攻、

教科教育専攻及び学校臨床心理専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、令和２年

３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものと

し、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例によ

る。 

３ 令和２年度及び令和３年度の人文社会科学研究科、法文学研究科、教育学研究科及び医学系

研究科並びに全研究科の学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲

げるとおりとする。 

研究科 専攻 
令和２年度 令和３年度 

総定員 総定員 

人文社会科学研究科 

 

法文学専攻 

産業システム創成専攻 

     計 

１２ 

８ 

２０ 

２４ 

１６ 

４０ 

（従前の研究科） 

法文学研究科 

（従前の専攻） 

総合法政策専攻 

人文科学専攻 

     計 

 

１５ 

１０ 

２５ 

 

 

 

 

教育学研究科 心理発達臨床専攻 

教育実践高度化専攻 

（従前の専攻） 

特別支援教育専攻 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

     計 

１０ 

５５ 

 

５ 

２０ 

９ 

９９ 

２０ 

８０ 

 

 

 

 

１００ 

医学系研究科 【博士課程】 

医学専攻 

【博士前期課程】 

看護学専攻 

【博士後期課程】  

看護学専攻   

 

１２０ 

 

２８ 

 

２ 

 

１２０ 

 

２４ 

 

４ 

全 研 究 科 １,０５８ １,０５２ 

４ 令和２年３月３１日に教育学研究科教育実践高度化専攻に在学する者の教育職員免許状を受

ける資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第５４条第２

項関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
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１ この学則は、令和２年１０月２１日から施行し、令和２年６月３０日から適用する。 

２ 令和２年６月２９日に本学大学院に在学する者については、改正後の第 21 条、第 25 条、第

25 条の３及び第 49 条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
この学則は、令和３年２月１０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 
１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 
２ 令和４年度の医学系研究科、農学研究科及び医農融合公衆衛生学環の学生の総定員は、改正

後の第１０条の規定に関わらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科・学環 専攻 
令和４年度 

総定員 

医学系研究科 

 

【博士課程】 

医学専攻 

【博士前期課程】 

看護学専攻 

 

【博士後期課程】 

看護学専攻 

 

１２０ 

 

２４ 

(２) 

 

６ 

農学研究科 食料生産学専攻 

 

生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

５２ 

(１) 

４６ 

４６ 

(２) 

医農融合公衆衛生学環  ５ 
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別表（第 54 条第２項関係） 

研究科 専攻 免許状の種類 教科 

人文社会科学

研究科 

法文学専攻 

 

中学校教諭専修免許状 国語、社会、英語 

高等学校教諭専修免許状 国語、地理歴史、公民、英語 

教育学研究科 教育実践高度化専攻 幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 国語、社会、数学、理科、音

楽、美術、保健体育、保健、

技術、家庭、職業、職業指導、

英語、ドイツ語、フランス

語、宗教 

高等学校教諭専修免許状 国語、地理歴史、公民、数学、

理科、音楽、美術、工芸、書

道、保健体育、保健、看護、

家庭、情報、農業、工業、商

業、水産、福祉、商船、職業

指導、英語、ドイツ語、フラ

ンス語、宗教 

特別支援学校教諭専修免許状 
（聴覚障害者に関する教育の領域） 
（知的障害者に関する教育の領域） 
（肢体不自由者に関する教育の領域） 

（病弱者に関する教育の領域） 

 

医学系研究科 

（博士前期課

程） 

看護学専攻 高等学校教諭専修免許状 看護 

養護教諭専修免許状  

理工学研究科

（博士前期課

程） 

生産環境工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業 

物質生命工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業、理科 

電子情報工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業、情報 

数理物質科学専攻 中学校教諭専修免許状 数学、理科 

高等学校教諭専修免許状 数学、理科 

環境機能科学専攻 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

農学研究科 食料生産学専攻 高等学校教諭専修免許状 農業 

生命機能学専攻 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

生物環境学専攻 高等学校教諭専修免許状 農業 
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国立大学法人愛媛大学教員規程

平成１６年４月１日
規 則 第 ６７ 号

（趣旨）
第１条 この規程は，国立大学法人愛媛大学職員就業規則（以下「就業規則」という。）第３条第３項の規定に
基づき，国立大学法人愛媛大学（以下「大学」という。）の教員の任免，研修等に関し，必要な事項を定める
ものとする。
（定義）

第２条 この規程で「部局長」とは，副学長（教育職員俸給表Ⅰ適用者に限る。），各学部長，大学院医学系研
究科長，大学院理工学研究科長，大学院農学研究科長，大学院連合農学研究科長，図書館長及び医学部附属病
院長をいう。

２ この規程で「校長」とは，附属学校の校長及び園長をいう。
３ この規程で「大学教員」とは，大学の教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る。），助教及び助手をい
う。

４ この規程で「附属学校教員」とは，附属学校の副校長，副園長，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭及び
講師（常時勤務する者に限る。）をいう。

５ この規程で「配置換」とは，所属を変更させることをいう。
（採用及び昇任の方法）

第３条 大学教員の採用及び昇任は，選考によるものとする。
２ 大学教員の採用及び昇任のための選考の基準は，教育研究評議会（以下「評議会」という。）の審議を経て，
学長が定める。

３ 大学教員の採用及び昇任のための選考は，前項の基準により，各学部（理学部，医学部，工学部及び農学部
を除く。）の教授会，大学院医学系研究科教授会，大学院理工学研究科教授会，大学院農学研究科教授会，大
学院連合農学研究科委員会，教育・学生支援機構教育学生支援会議，社会連携推進機構社会連携推進会議，
先端研究・学術推進機構先端研究推進会議，先端研究・学術推進機構学術研究会議又は国際連携推進機構国
際連携推進会議（以下「教授会等」という。）において審議し，当該教授会等はその結果を人事委員会に報告
する。

４ 人事委員会は，前項の報告の内容について審議する。
５ 第３項の教授会等の選考によらない大学教員の採用及び昇任のための選考は，第２項の基準により，人事委
員会において審議する。

６ 学長は，前２項に掲げる手続を経て，大学教員の採用及び昇任について選考し，決定する。
７ 附属学校教員の採用及び昇任は，別に定めるところにより，学長が選考し，決定する。
８ 部局長及び校長は，別に定めるところにより，学長が選考し，決定する。
（任期を定めた雇用）

第４条 大学教員については，任期を定めた雇用を行うことができる。
２ 前項の雇用に関する必要な事項は，国立大学法人愛媛大学教員の任期に関する規程の定めるところによる。
（配置換及び出向）

第５条 就業規則第１２条第１項から第４項までの規定に基づき，配置換又は出向（以下この条において「異動」
という。）を命ぜられた大学教員のうち，当該異動に異議がある者は，その理由を付して，書面により学長に
申し立てることができる。

２ 前項による申立てがあったときは，申立て理由が正当か否かを評議会において審議するものとする。
３ 学長は，前項の審議の結果を受けて，異動の可否を決定するものとする。
（降任，解雇及び解任）

第６条 就業規則第１１条及び第２８条の事由に該当し，降任又は解雇の予告を受けた大学教員のうち，当該処
分に異議がある者は，その理由を付して，学長に申し立てることができる。部局長の解任についても，同様と
する。

２ 前項による申立てがあったときは，申立て理由が正当か否かを評議会において審議するものとする。
３ 学長は，前項の審議の結果を受けて，処分の可否を決定するものとする。
第７条 削除
（定年）

第８条 大学教員の定年は，就業規則第２２条の規定にかかわらず，満６５歳とし，定年に達した日以後におけ
る最初の３月３１日をもって退職する。

第９条 削除
（勤務成績の評定）

第１０条 附属学校教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は，学長が行う。
（試用期間）

第１１条 附属学校の教諭の試用期間は，就業規則第９条第１項ただし書きの規定に基づき，１年とする。
２ 前項の規定にかかわらず，地方公務員法により正式採用された公立学校の教頭，教諭，養護教諭又は栄養教
諭が交流協定に基づく人事交流により引き続き本学の附属学校教員に採用された場合は，就業規則第９条の規
定は適用しない。

第１２条 削除
第１３条 削除
第１４条 削除
（大学院修学休業）
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第１５条 附属学校の教諭，養護教諭及び栄養教諭は，学長の許可を受けて，３年を超えない範囲内で年を単位
として定める期間，大学（短期大学を除く。）の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当
する外国の大学の課程に在学してその課程を履修するための休業（以下「大学院修学休業」という。）をする
ことができる。

２ 大学院修学休業をしている期間については，給与を支給しない。
３ 大学院修学休業に関し必要な事項は，別に定める。
（助教及び助手の特例）

第１６条 大学の助教及び助手については，評議会の審議を経て，この 規程に規定するものとは別に選考等の
手続方法を定めることができる。
（教員以外の者に対するこの規程の準用）

第１７条 附属高等学校の実習助手については，この規程の附属学校教員に関する規定を準用する。

附 則
この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成１８年３月８日から施行し，平成１８年３月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則
１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。
２ 本規程施行の前日に教務職員として本学に在職し，引き続き施行日において助手に配置換となった者の定年
は，第８条の規定にかかわらず，満６０歳とする。

附 則
この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２０年５月１４日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成２２年４月１４日から施行し，平成２２年４月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年４月１０日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年７月１０日から施行する。

附 則
この規程は，平成２６年６月１１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２９年４月１日から施行する。
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